
 

 

令和３年９月３０日 

第２回水泳（飛込）競技運営専門委員会 決定 

第８０回国民スポーツ大会水泳（飛込）競技会 

広報実施計画 

 

 

 第８０回国民スポーツ大会水泳（飛込）競技会（以下「競技会」という。）の

開催基本計画に基づき、競技会の開催を広く青森県民、宮城県民及び利府町民に

周知し、競技会開催への理解を深めるとともに、気運の醸成に努めるため、次の

広報活動等を積極的かつ効果的に実施する。 

 

１ 各種広報媒体の活動 

（１）印刷物による広報 

   第８０回国民スポーツ大会準備委員会（以下「準備委員会」という。）作 

成の広報紙、ポスター及びパンフレット等を利府町主要箇所に配布すると 

ともに、利府町広報誌等への競技会情報の掲載を依頼する。 

 

（２）屋外広告物による広報 

   関係機関の協力を得て、競技会場等に横断幕やのぼり等を設置し、競技会 

開催の広報に努める。 

  

（３）インターネットによる広報 

   準備委員会ホームページに競技会情報を掲載し、広域的な情報発信に努 

める。 

   また、当該ホームページへのリンクを関係機関等に依頼し、情報発信拠 

点を拡げる。 

 

（４）マスメディアによる広報 

   報道機関への情報提供を積極的に行い、競技会情報の迅速かつ広域的な 

伝達に努める。 

 

２ 地域行事、イベントへの参画 

  地域で開催される行事やイベントに参画し、国スポマスコット等を活用す

るなど積極的な広報活動を行う。 

 

３ 競技会の記録 

  競技会開催の準備、実施状況等を記録にとどめる。 

 

   


